
●
日
時　
９
月
21
日
（
日
）《
雨
天
決
行
》　

●
会
場　
山
形
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
（
山
辺
町
）

●
参
加
資
格　

町
内
在
住
者・
町
内
事
業
所

勤
務
者・中
山
町
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
方

●
定
員　
80
名
（
申
込
先
着
順
）

●
参
加
費　
1
人
３
，０
０
０
円（
表
彰
式・

懇
親
会
・
賞
品
代
含
む
）

●
プ
レ
ー
料　

▼�

一
般
１
人
キ
ャ
デ
ィ
な
し　

８
，

５
０
０
円
（
食
事
代
別
、
プ
レ
ー
料
・

税
込
）

▼�

一
般
１
人
キ
ャ
デ
ィ
付�

１
０
，５
０
０

円
（
食
事
代
別
、
プ
レ
ー
料
・
税
込
）

●
申
込
方
法　
総
合
体
育
館
に
準
備
し
て
あ

る
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

参
加
費
を
添
え
て
総
合
体
育
館
へ
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。（
月
曜
日
休
館
、
４

人
１
組
で
の
申
込
可
）

●
申
込
締
切　
８
月
20
日
（
水
）

◆
参
加
資
格
に
違
反
が
確
認
さ
れ
た
場
合

は
、
そ
の
時
点
で
失
格
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

●
職
種
・
募
集
人
員　
一
般
事
務
（
１
名
）

●
雇
用
期
間　
平
成
26
年
８
月
１
日
～
平
成
27

年
３
月
31
日
（
土・日
曜
日
、
祝
祭
日
休
み
）

●
勤
務
時
間　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分
（
正
午
～
午
後
１
時
は
休
憩
）

●
勤
務
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

●
賃
金　

月
１
５
０
，０
０
０
円
（
定
額
）

（
２
㎞
以
上
交
通
費
支
給
有
）

●
応
募
方
法　
市
販
の
履
歴
書
（
家
族
欄
が

あ
り
写
真
付
の
も
の
）
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
応
募
締
切　
７
月
22
日
（
火
）
正
午

●
面
接
試
験
日　
７
月
24
日
（
木
）
予
定

●
そ
の
他　
社
会
保
険
、
雇
用
保
険
に
加
入

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
あ
な
た
の
悩
み
、
心
配
ご
と
に
柿
崎
弁
護

士
が
助
言
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

●
日
時　
７
月
23
日
（
水
）

午
後
1
時
30
分
～
午
後
４
時

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
研
修
室

●
相
談
内
容　
財
産
・
相
続
・
土
地
・
金
銭
・

家
族
問
題
な
ど

●
申
込
み　
事
前
に
電
話
予
約
が
必
要
で
す　

　
健
康
づ
く
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と
し
て

活
動
し
て
い
る
中
山
町
食
生
活
改
善
推
進
協

議
会
で
は
、
町
民
の
方
を
対
象
に
料
理
教
室

を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時　
８
月
18
日
（
月
）

　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
１
時
頃

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
内
容　
講
話
と
調
理
実
習

●
対
象
者　
20
歳
以
上
の
町
内
在
住
の
方

●
参
加
費　
２
０
０
円

●
募
集
人
数　
20
名
程
度

●
持
ち
物　
筆
記
用
具
、
三
角
巾
（
頭
に
か

　
骨
を
丈
夫
に
す
る
た
め
に

『
牛
乳
・
乳
製
品
を
使
っ
た

料
理
教
室
』
参
加
者
募
集

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
福
祉
課
健
康
づ
く
り
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２
‐
２
８
３
６

　
社
会
福
祉
協
議
会

嘱
託
職
員
を
募
集
し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会
☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

　
手
軽
に
楽
し
め
る
料
理
教
室
を
開
催
し
ま

す
。

●
日
時　
７
月
25
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
１
時	

●
場
所　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室

●
対
象
者　
65
歳
以
上
の
単
身
高
齢
者
ほ
か

　
調
理
困
難
な
高
齢
者
世
帯
に
毎
週
火
、
金

曜
日
に
昼
食
お
弁
当
を
宅
配
し
ま
す
。（
火
、

金
曜
日
の
ど
ち
ら
か
一
方
で
も
構
い
ま
せ

ん
。）
利
用
者
の
体
調
な
ど
見
守
り
も
で
き

る
や
り
が
い
の
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

　
自
家
用
車
で
10
時
30
分
頃
か
ら
30
～
40
分

程
度
で
宅
配
で
き
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

　
別
途
ガ
ソ
リ
ン
代
（
37
円
／
㎞
）
を
支
給

し
ま
す
。

　
『
は
つ
ら
つ
料
理
教
室
』

　
　
　
　
　
参
加
者
募
集

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会
☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

●
講
師　
中
山
町
食
生
活
改
善
推
進
員
ほ
か

●
内
容　
料
理
教
室
の
他
に
生
活
に
役
立
つ

講
話
も
あ
り
ま
す
。

●
参
加
費　
２
０
０
円

●
持
ち
物　
エ
プ
ロ
ン
、
頭
に
か
ぶ
る
も
の

（
三
角
巾
）、
筆
記
用
具
、
参
加
費

●
定
員　
15
名（
定
員
超
過
の
場
合
は
抽
選
）

●
送
迎　
送
迎
を
希
望
す
る
方
は
一
緒
に
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
方
法　
７
月
18
日
（
金
）
ま
で
に
地

区
民
生
委
員
児
童
員
ま
た
は
社
会
福
祉

協
議
会
へ
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　
お
弁
当
宅
配
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
募
集

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会
☎
６
６
２
‐
４
３
６
１
　

町
民
ゴ
ル
フ
大
会参加

者
募
集

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
中
山
町
商
工
会 

☎
６
６
２
‐
２
２
０
７

　
総
合
体
育
館　
　
☎
６
６
２
‐
２
３
０
０

　
無
料
法
律
相
談
所
を
開
設

し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
協
議
会
☎
６
６
２
‐
４
３
６
１

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方へ

限度額適用認定証の有効期限がせまっています！
　国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方で現在「限度額適用（・標準負担額減額）
認定証」をお持ちの方は、有効期限が平成26年７月31日となっています。
　８月以降も高額な医療を受診する予定のある方は、更新手続きを行ってください。
　なお、新規交付の受付は、随時行っています。認定日は原則として申請された月の１日からです。
※�「限度額適用認定証」とは、病院等医療機関の窓口に提示することで、医療費が高額になる場合
でも、支払いが各医療機関単位で月の自己負担限度額までとなるものです。

国民健康保険 後期高齢者医療制度

交付対象
・70歳未満の方
・70～ 74 歳であり、世帯主と国民健康
保険加入者全員が町県民税非課税の方

・町県民税が非課税世帯の方

受付期間 ８月中 ７月中

必要な物
・交付を受けたい方の「被保険者証」
・現在お持ちの「限度額適用（・標準負担額減額）認定証」
・世帯主の印かん

◆70歳未満の方ついて、平成27年1月診療分から所得区分及び自己負担限度額が見直される予定です。
そのため、有効期限が平成26年12月31日となります。

　※お問い合わせ先　住民税務課住民Ｇ（役場1階③番窓口）　☎662-2113

　年に１度は
　特定健診を受けましょう

　国民健康保険に加入されている方で、今年
度の特定健診の受診申込みがなかった方に、
特定健診受診をお勧めする電話を差し上げて
います。
　特定健診は自身の健康状態を確認し、生活
習慣を振り返る大切な機会です。通院治療中
の方も対象となり、今からでも申込みが可能
ですので、ぜひご検討ください。

＊特定健診とはメタボリックシンドロームに
着目した健康診断で、メタボリックシンド
ロームを早期に発見し、該当者には生活習
慣病を予防するための保健指導が行われま
す。

※勧奨についてのお問い合わせ
 　　住民税務課住民Ｇ　☎662-2113
※特定健診のお申し込み
　　健康福祉課健康づくりＧ　
　　　　　　　　　　　 ☎662-2８36

医療証の更新手続きを
お忘れなく！

　 重度心身障がい（児）者医療証と 親子すこ
やか医療証の有効期限は毎年６月30日に満了し、
更新手続きが必要となります。
　医療証の更新がお済みでない方は、至急更新申
請を行ってください。

●受付場所　住民税務課③番窓口
●受付時間　午前８時30分～正午、午後1時～午後
５時15分（土・日曜日を除く）

●必要なもの
・現在お持ちの医療証
・�印かん（認印可）　
・�該当者が加入する健康保険証
・�障がいの程度が確認できるもの（ のみ）
（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳、障害年金の支払通知書（ハガキ）等）

・�特別な事由により就労が困難な場合の証明書
類等（ で扶養者が就労していない場合）

※お問い合わせ先
　住民税務課住民Ｇ　☎662-2113

ぶ
る
も
の
）、
エ
プ
ロ
ン

●
申
込
方
法　
７
月
30
日
（
水
）
ま
で
電
話

で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　
（
先
着
５
組
ま
で
）

●�

そ
の
他　
８
月
13
日
（
水
）
の
相
談
員
に

よ
る
心
配
ご
と
相
談
所
は
休
み
ま
す
。
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